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☆一般事業主行動計画の届出企業数 

全国・・61,6９5 社 大分県内・・753 社 

☆認定企業数 

全国・・2,429 社 大分県内・・ ２１社（２４件） 

 

 

《発行》 厚生労働省      
大分労働局雇用均等室 

 〒８７０－００３７ 

大分市東春日町１７番２０号 

大分第２ソフィアプラザビル３Ｆ 

ＴＥＬ ０９７（５３２）４０２５ 

ＦＡＸ ０９７（５７３）８６６６ 
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

（※平成 28 年２月末現在） 

 

 

 

 

認定企業： 

株式会社 

日豊ケアサービス 

→次ページも check♬ 

 

雇用均等室は、大分第２ソフィア

プラザビル４F→３F に引っ越し、

４月１日からは「雇用環境・均等

室」という組織名に変わります。

これに伴い FAX 番号が変わりま

す（3/31 17:15～） 

のでご注意ください。 

※変わります 

速報 

（※平成 28 年２月末現在） 

 

一般事業主行動計画の届出・認定の状況 

 

大分県内の認定企業（第1回目の認定取得順）

企業名 所在地
プラチナ
くるみん

1 株式会社トキハ 大分市 平成19年

2 社会福祉法人安岐の郷（2回取得） 国東市 平成22年 平成24年

3 医療法人社団恵愛会　大分中村病院 大分市 平成22年

4 株式会社大分銀行（2回取得） 大分市 平成22年 平成27年

5 株式会社日豊ケアサービス（2回取得）豊後高田市 平成23年 平成26年 平成28年

6 国立大学法人大分大学 大分市 平成23年

7 社会医療法人敬和会　大分岡病院 大分市 平成23年

8 医療法人聖陵会　聖陵岩里病院 日田市 平成23年

9 フンドーキン醤油株式会社 臼杵市 平成24年

10 医療法人明徳会　佐藤第一病院 宇佐市 平成25年

11 社会福祉法人太陽の家 別府市 平成25年

12 九州東芝エンジニアリング株式会社 大分市 平成26年

13 西日本電線株式会社 大分市 平成26年

14 医療法人恵愛会　中村病院 別府市 平成26年

15 社会福祉法人大分県社会福祉事業団 大分市 平成26年

16 株式会社明林堂書店 別府市 平成27年

17 社会福祉法人宇水会 宇佐市 平成27年

18 富士甚醤油株式会社 臼杵市 平成27年

19 大分県農業協同組合 大分市 平成27年

20 社会福祉法人みずほ厚生センター 臼杵市 平成27年

21 株式会社オーイーシー 大分市 平成27年

くるみん認定年

いよいよ第 1 号！ 

プラチナくるみん 

認定企業が登場した

みん～♪ 

 

☆プラチナくるみん認定 

現在、プラチナくるみん認定企業「あり」の 

都道府県は・・26 都道府県 

全国・・63 社  大分県内・・ １社 

 
濃ピンクのマント

を選んでもらった 

みん♪ 
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プラチナくるみん認定は、既にくるみん認定を受けている企業のうち、 

より高い水準の取組を行った企業が申請し受けることができるもの。 

一歩上の「子育てサポート企業」認定なのです。 

 

認定審査は、くるみんの認定基準（取得するための要件）に加えて、 

プラチナくるみん独自の認定基準を満たしている必要があります。 

今回はそのいくつかを取り上げ、併せて、県内第 1号の取得企業と 

なった(株)日豊ケアサービスさんの例を紹介します。 

 

日豊ケアサービス 

さんはこれまでに 

2 回、くるみん認定 

を受けてるね！ 

 

このほかにも認定基準があります。基準を確認したいという認定企業のみなさん、まずはくるみん認定を目指したい 

という企業のみなさん、ご相談をお待ちしています！ 

 

女性の継続就業実績  

出産した女性のうち子の 1 歳誕生日まで継続して在職

している割合が 90％以上、または出産した女性と出産

予定で退職した女性を合わせて、そのうち 1 歳まで継

続して在職している者が 55％以上であること。 
 

出産した女性のうち子の1歳誕生日まで継

続して在職している割合は 100％でした。 
 

男性の制度利用実績  
男性の育児休業取得率 13％以上、または会社独自の

育児目的の休暇制度と併せて 30％以上であること 
 

計画期間中に子が出生した男性はいませ

んでしたが、300 人以下企業特例が適用。子の看護

休暇を取得した男性がおり OK。総務担当者が出産・

育児・介護に関する制度を見やすくまとめ、社員に

配布するなどの取組を継続的に行っています。 

働き方の見直し 
①所定外労働の削減、②年次有給休暇の取得促進、 
③その他多様な労働条件の整備 のいずれも実施し、 
うち一つは数値目標を定めて達成すること。 
 

所定外労働削減 10％削減を掲げ、結果

14％削減を達成。 

③の措置として短時間正社員制度を導入しています。 

女性の就業継続・キャリア形成の支援 
育児を行う女性の就業継続またはキャリア形成支援

の取組を計画し実施すること。 
 

若手社員が働き続けていく上での悩みや心

配事について相談にのり助言するメンター制度の取組

を実施。メンター（相談役の先輩社員）を選任して妊娠

中の心配ごとや育休からの復帰に向けた相談に応じ、女

性が働き続けるためのの支援を行いました。 
 

その４ 

その２ その１ 

その３ 

㈱日豊ケアサービス 
では 

㈱日豊ケアサービス 
では  

㈱日豊ケアサービス 
では  

㈱日豊ケアサービス 
では  

☆授与式の後でお話を伺いました☆ 
Q.「両立支援の取組を実施してきたことやくるみん認定を

受けたことでどういった効果がありましたか？」 

A.「離職率の高かったことが取り組みを始めるきっかけで

したが、7 年経った現在、離職率は約 30%から約 10％
に低下しました。」 

Q.「プラチナくるみん取得までに苦労した点は？」 

A.「メンターの取組など、それまでにも部分的に行ってい

たことを正式に制度化することや、また、制度化した

ものをきちんと社員に知ってもらうために機会のある

ごとに周知をして浸透させていくことです。」 

Q.「プラチナくるみんマークは 12 色からひとつを選べま

すが、どうして赤（濃ピンク）色に決定したのですか？」 

A.「会社のカラーであるオリーブ（緑色）がひきたつ対象

色を選びました。」 
 

 (株)日豊ケアサービスから代表取締役・青山龍志様と事業運営

管理主任・松前孝二様にご臨席いただきました。 
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左から、南保労働局長 吉野理事長･佐藤人事副部長(大分県信用組合) 高畑人事課長(鶴崎海陸運輸㈱) 

2 月 22 日（金）、大分県信用組合様及び鶴崎海陸運輸㈱様の 2 社の女性活躍推進法に基づく 
一般事業主行動計画策定届を、大分労働局にて受付いたしました。300 名以下の努力義務企業様の届出

も歓迎していますので、計画策定等の相談お待ちしています。 

鶴崎海陸運輸㈱様 
大分県信用組合様 

均 等 室 日 記 

３月８日は国際女性デーということをご存知だろうか。これは１９７５年に国連で定められたが元々の起源は 

１９０４年のこの日にアメリカで女性の参政権を主張したことに由来する。この仕事をしているのだから知ってい

て当然のような話なのだが、実はこの仕事をする前から知っていた。 

理由は忘れたがな何らかの理由でミモザを探していた時に世界女性デーが出てきたのだと思う。 

なぜ花のミモザと国際女性デーが関係するのかというと、イタリアではこの日に男性から恋人はもちろん同僚、母

親など女性にミモザの花を贈り日頃の感謝を示すという話があったからだ。今では女性同士で花を贈るとか女性同

士で町に繰り出して家事から解放される日として認識されているようだ。当然、男性は家で家事や育児をこなす。 

ミモザは比較的安いので小さなブーケなら 500 円で作れてしまう。お小遣い感覚で贈れる花なので男性諸氏は贈

ってみてはどうだろうか。 

ただ、同じ金額分程度でも時給に換算して家事を手伝ってくれた方が主婦のみなさんには喜ばれそうだが。（F） 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

平成 28 年 4 月 1 日より組織名が変わります！！ 

新名称「雇用環境・均等室」 
 組織名は変わりますが、引き続き、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」、

「パートタイム労働法」、「次世代育成支援対策推進法」、「女性活躍推進法」等の

相談を受け付けています。場所は、3 月 22 日より 4階から 3階へ移動しておりま

すのでお越しの際はご注意ください。 

≪お問い合わせ先はこちら≫ 

ＴＥＬ：０９７－５３２－４０２５ 
ＦＡＸ：０９７－５７３－８６６６ 

（※3 月 31 日、17 時 15 分よりＦＡＸ番号が変わります） 

 

平成 28 年 1 月 29 日より 

「くるみんバス」が大分市内を快走中！！ 

 

 

みんなの街を走るみん！！ 

 

一 人 で 悩 ま ず に す ぐ 相 談

を！！ 

 

バスを見つけたら、いいこと

あるかも・・・ 

 

ハローワークは、 

未来への扉 

を開く第一歩！！ ◎来年度も 

「育ＭＥＮ」をよろしくお

願いします！！ 


